
災害時要配慮者支援事業費
補助金について

福祉保健課 避難行動要支援者対策担当班

令和８年度自主防災組織役員及び防災士等フォローアップ研修会



避難行動要支援者とは

長期入院患者

施設入所者 など

※生活の拠点が
自宅にない方

【災害時要配慮者】
災害時に特に配慮が必要となる方。
（高齢者・障がい者・難病の人・乳幼児・妊産婦・外国人など）

【避難行動要支援者】
自力では避難ができない(手助けが必要な）方
・家族だけでは避難対応が困難な方
・ひとりでは避難が必要か判断できない方 など
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災害対策基本法の改正 （平成２６年４月１日施行）

• 行政が持つ情報をもとに、「避難行動要支援者名簿」の
作成が義務化

名簿の提供：自主防災会長、自治委員、民生委員

計画の提供：自主防災会長、自治委員

• 避難行動要支援者ひとりひとりについて
「個別避難計画」 を作成 ※同意している人のみ

• 本人の同意をもとに、平常時から「地域の関係者」へ
情報提供 ※市から同意するかどうかの確認を行う
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自治委員、民生委員などの
限られた人員だけでは、対応できません！！

地域の関係者、近隣住民の協力が不可欠です！
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名簿の情報は地域の関係者で共有が可能！

名簿の提供前に行政が同意を得ているため
地域の関係者で避難支援を行うための情報共有が可能です

☆地域の関係者との情報共有
・避難行動要支援者がどこに居るのか
・どんな支援 を必要としているか 等
☆“防災組織”として支援する体制づくり

ただし、 災害対策基本法第４９条の１３ 「守秘義務」があります
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名簿・個別避難計画を活用して、
日頃から「声掛け」や「訓練」など

事前の準備を進め、災害時に備えましょう！
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災害時要配慮者支援事業の補助金について

チラシの左側
補助金制度の

内容について

チラシの右側
地域での取組み

のモデルケース
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自主防災組織に対して交付します

※自治会ではありません

※連合防災会の場合は、構成する全ての自治区

での取組が必要です

補助金交付の対象となる団体

避難行動要支援者等への情報伝達や安否確認ができる
体制づくりを促進し、実効性のある避難支援が地域にお
いて実施されること

補助の目的
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①自主防災組織で連絡体制表を整備する

※避難行動要支援者は全員含んでください

補助金交付の要件

②平常時に連絡体制表をもとに
情報伝達訓練を実施する
（訪問、電話、メール等）
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• 限度額６万円の全額補助（1,000円未満切り捨て）

補助限度額

補助金は事業完了後の実績払いです

一時的に自治会費等で活動費等を立替え払いして
いただく必要があります

⇒ 自治会費等へ予算を計上しておきましょう！
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補助対象経費

【活動に参加した方への活動費】

補助上限額
活動者１人あたり１日2,000円まで

※平常時の経費が対象です。災害時の経費は除きます

※避難行動要支援者１名につき2,000円ではありません

～次のような費用に活用できます～

活動費：事業の活動に要する経費（ガソリン代・電話代等）

として、防災組織から活動者に支出した費用
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【会議の開催にかかる費用】

・会議参加者への飲料代 （菓子代や弁当代を除く）

・会議室使用料（冷暖房費含む） など

＊補助対象外となるものもありますので、活動費や飲料代以外

の経費を計上する場合は事前にご相談ください

～次のような費用に活用できます～補助対象経費

【消耗品費】

・訪問時に使用する名札やベスト、腕章等・ファイル等・地図
・チラシや会議資料のコピー代・メガホン等の情報伝達用具 など
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補助対象経費注意点

• 活動開始前に、申請が必要です

• 補助対象経費については、申請時にご相談ください

• 購入日が申請前や開催日後の日付の場合は認められません

• 購入数と活動者数に大きな差があると認められない
場合があります
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災害時要配慮者支援事業の補助金について

チラシの左側
補助金制度の

内容について

チラシの右側
地域での取組み

のモデルケース
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活動のながれ
①打ち合わせ会議

②情報伝達訓練の実施

③報告会
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①打ち合わせ会議

活動者で集まって、活動内容や日程を確認する
.★決めること
活動日程・内容
訪問等担当者
連絡体制表

★確認すること
事業の概要
情報共有の範囲
守秘義務について

訪問担当者へ、「訪問のお知らせ文書」と「個別避難計画」を渡しておく

●●防災会
　災害時要配慮者連絡体制表　及び　情報伝達等実施報告書

情報伝達実施状況
　平成○○年△月×日実施

（※２）

要支援者①
電話***-****

訪問により連絡体制が整備され
た事をお伝えした。

役員Ａ
電話***-****

要支援者②
電話***-****

電話にて、本人不在により、家
族に伝達した。

防災会長
電話***-****

要支援者④
電話***-****

訪問したところ施設入所中であ
ることが判明した。

役員Ｂ
電話***-**** 要支援者⑤

※聴覚障がい者

ﾒｰﾙ又は訪問

メールにより伝達し、了解した
旨の返信を受けた。

要支援者③
電話***-****

電話不通、番号の変更を確認し
た。

令和
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②情報伝達訓練の実施

避難行動要支援者等の状況と災害時の対応について
確認する

★地域の関係者と避難行動要支援者等の
関係づくりのためにも、一度訪問してみましょう

事前に「訪問のお知らせ文書」などで
訪問の約束を取り付けておくとスムーズです
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訪問等で確認すること

★確認事項
連絡先や身体状況等に変更はないか
支援者になれる人がいるか 等

★伝達事項
安否確認等の連絡担当者が誰になったか
自主避難・施設入所等の際は連絡すること
避難場所のお知らせ 等

「名簿から取り下げたい」「施設に入所した」等
福祉保健課へお知らせください！
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③報告会

状況確認した際に気になったことなど意見交換を行い、
次年度以降の活動を考える
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さいごに

• 平常時から地域の関係者で情報共有し、
避難行動要支援者の把握をしておく

• 地域の関係者と避難行動要支援者がお互いに
顔の見える関係をつくっておく

⇒災害に強い地域づくりにつながる!!

地域での取組をお願いいたします
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